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歯科医師臨床研修施設環境整備事業事 務 事 業 名

少子・高齢化に対応するための歯科医療提供体制の整備
として、質の高い歯科医師を確保する観点から、臨床研修( )目 的1
歯科医が臨床研修に専念できる研修環境を整備し、歯科医施
師の資質の向上に資するものである。策

・
臨床研修施設において研修歯科医のための宿舎、研修室事
等を整備することにより臨床研修の研修環境を整備する。業 ( )内 容2

の
予 定 額 百万円概 192

要
臨床研修環境の整備
・貸し付け対象施設予定件数 ５２件( )達 成 目 標3

〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性
の有無〕
少子・高齢化社会に対応する歯科医療提供体制の整備に( )必 要 性1
ついては、急務な課題であり、その一環として、質の高い
歯科医師を確保するための基盤づくりが求められており、
生涯研修の第一歩である臨床研修の研修環境を緊急に整備評
していかなければならない。

〔効果の発現時期〕
臨床研修歯科医の宿舎、研修室等を整備することによっ( )有 効 性2
て研修環境の整備が図られ、質の高い歯科医師の確保に寄
与する。
なお、宿舎が整備されることにより、その管理運営に必価
要な人員等の雇用を創出し、地域における就業機会の増大
に寄与することとなり、また、研修室等が整備されること
により、研修に必要な視聴覚機器等の需要が創出され民間
投資の拡大に資するものであり、いずれも、整備直後から
効果が見込まれる。

〔手段の適正性〕
当該宿舎、研修室等を整備することで、研修環境が向上( )効 率 性3
し、研修歯科医が臨床研修に専念できる研修環境が整備さ
れ、充実した臨床研修が効果的、かつ効率的に実施できる
ため、当該事業は歯科医師の資質の向上を図るのに有効な
手段である。

〔公平性〕( )そ の 他4
研修環境を整備することにより、歯科医師の資質の向上(公平性・優先
が図られ、良質な歯科医療の提供につながものであり、つなど)
いては、国民の歯の健康づくりに寄与するものである。
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